
契 約 書（案） 

 

 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 （以下「OIST」という）と＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊（以下「受託者」という）は、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園自動販売機

設置管理運営業務を委託することに関し、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締

結する。 

 

（総則） 

第１条 OIST は、受託者に対し、OISTの教職員及び学生の福祉増進に資する目的の下、

OISTの指定する場所に飲料、食料品等の自動販売機を設置し管理及び運営する業務（以

下「本業務」という。）を委託する。 

２ 受託者は、自動販売機の設置管理運営にあたり、関係法令を遵守しなければならない。 

３ 受託者は、本契約条項、仕様書及び別途 OISTが提供する関係書類（併せて以下「仕様

書等」という。）に定めるところにより、所定の契約期間、本業務を実施するものとする。 

４ OIST 及び受託者は、本契約の履行にあたっては、信義誠実の原則に従うものとする。 

５ 受託者は、仕入れ代金の支払い、その他対外関係においては、OISTの信用を損なうよ

うなことをしてはならない。 

 

（官公庁に対する手続） 

第２条 受託者は、本契約の履行にあたり、官公庁その他に対して必要な手続がある場合に

は、自己の費用でこれを行うものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第３条 OIST及び受託者は、相手方の書面による事前の承認を得ないで、本契約によって

生ずる債権、債務を第三者に譲渡若しくは承継せしめ、又は本契約に基づいて、製作若

しくは購入した物件に質権若しくは抵当権を設定してはならない。 

 

（代表者の変更等） 

第４条 受託者において代表者の変更、事業譲渡、合併又はその他受託者の業務上重要な事

項について変更があったときは、受託者は OISTに遅滞なく届け出るものとする。また、

受託者において OIST に提出した提出書類の記載事項に変更が生じる場合、受託者は遅

滞なく OISTにその旨報告し、OISTの指示に従うものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第５条 受託者は、本契約の履行の全部又は一部を、第三者に再委託することはできない。

ただし、OISTが事前に書面で承認した場合はこの限りではない。 

２ 受託者が前項の規定に基づいて再委託した場合は、再委託先の行為は全て受託者の行



為とみなすものとする。 

３ 受託者は、再委託先に対し本契約における義務と同等の義務（第２６条による機密保持

義務を含む）を課すものとする。OISTは受託者に対して、機密保持条項を含む受託者と

再委託先間の業務（再）委託契約書等の写しの提出を求めることができるものとする。 

 

（調査等） 

第６条 OISTは、必要に応じ、本契約の進捗状況及び内容並びに本業務に関する帳簿書類

等を調査し、又は報告させ、若しくは受託者に対して指示することができる。 

 

（物品の貸与） 

第７条 OISTは、仕様書等の定めるところにより、本契約の履行に必要な物品を、所定の

時期に無償で受託者に貸与する。 

２ 受託者は、貸与を受けた物品（以下「貸与物」という。）を善良なる管理者の注意義務

をもって使用するものとし、OISTの指定する期日までにこれを返却するものとする。 

 

（施設及び設備の使用) 

第８条 仕様書等の定めるところにより、受託者が OISTの施設及び設備（以下「施設等」

という。）を使用するときは、OISTは、必要な施設等を所定の時期に準備し、本契約の履

行に協力するものとする。この場合、受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、

OISTの定める施設等に係る管理、安全保安等に関する規程及び OISTの指示に従わなけ

ればならない。 

２ 受託者は、本契約の履行に無関係な場所への立ち入り並びに本契約の履行に無関係な

者を同行させることはできないものとする。 

 

（施設等の補修等） 

第９条 受託者は、本契約の履行にあたり、OISTの器材、施設等又は貸与品を汚損、毀損、

紛失又は滅失（以下「毀損等」という。）した場合は、直ちに OISTに報告し、OISTの指

示するところに従って補修、代品の調達又は損害の賠償を行うものとする。ただし、当該

毀損等が OISTの責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。 

 

（自動販売機の設置・移動・撤去） 

第１０条 受託者は、自動販売機の新規設置、移動又は撤去について、OISTから要望があ

る場合、双方協議の上、誠意をもって対応するものとする。 

 

（損害賠償） 

第１１条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、貸与を受けた設備等を滅失又は

毀損させたときは、当該滅失又は毀損による貸与を受けた設備等の損害額に相当する金額



を損害賠償として OISTに支払わなければならない。ただし、第２２条の規定により貸与

を受けた設備等を、原状に回復した場合はこの限りではない。 

２ 前項に掲げる場合のほか、受託者は、本契約に定める義務を履行しないため OISTに損

害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償金として支払わなければならな

い。 

 

（免責事項） 

第１２条 受託者は、OISTが次の各号の一の損害を受けたときは、その損害を賠償する責

任を負わないものとする。 

（１） 天災地変等の不可抗力による損害 

（２） 受託者の責めに帰することができない火災、盗難等の事故発生による損害 

（３） 受託者が善良なる管理者の注意をもって本業務を行ったにもかかわらず生じた損害 

（４） 前各号に定めるものの他、受託者の責めに帰することができない事由によって生じ

た損害 

 

（経費の負担） 

第１３条 受託者は、本業務に係る次に掲げる費用を負担しなければならない。 

（１）自動販売機の搬入、据付に係る費用（設置に伴う基礎工事含む。） 

（２）本契約終了時の自動販売機撤去に伴う費用及び原状回復費用 

（３）指定された場所からの空き容器回収に関する費用 

（４）その他仕様書に定める費用 

 

（売上金の帰属） 

第１４条 自動販売機の売上金は受託者に帰属するものとする。 

 

（販売価格） 

第１５条 受託者は、飲料及び食料品をメーカー希望小売価格以下で販売しなければなら

ない。また、販売価格を変更する場合は、双方協議の上改定するものとする。 

 

（販売手数料の支払） 

第１６条 受託者は販売手数料として売上金の＊＊＊＊％（税込）を OISTに支払うものと

する。 

２ 受託者は、毎月の売上額及び数量を集計し、前項に基づき販売手数料を算定の上、OIST

に対し販売手数料申請書を翌月１５日までに提出するものとする。 

３ OISTは、前２項の申請書に基づき、請求書を受託者に送付するものとする。 

４ 受託者は、請求書を受領した月の末日までに、当該請求金額を OIST に支払うものと

する。販売手数料の支払が遅延した場合、期日満了の日の翌日から支払をする日までの日



数に応じ、当該未支払金額に対し年 3％の割合による遅延損害金が加算されるものとする。 

 

（経営状況の資料提出等） 

第１７条 受託者は、売上月計表及び事業年度末の売上年計表を、次の各号に定める期限ま

でに OISTに提出するものとする。報告内容につき、OISTはいつでも調査をすることが

できる。事業年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（１） 売上月計表の提出期限は、翌月１５日までとする。 

（２） 毎事業年度末の売上年計表の提出期限は、翌事業年度の４月３０日までとする。 

２ 第１項に規定する書類の提出期限については、OISTの事務処理の都合等により、必要

に応じ、OIST、受託者にて協議の上、変更することができる。その場合は変更となった

期日を提出期限とする。 

 

（大規模災害時の提供） 

第１８条 OISTは、大規模災害時に災害時対応自動販売機内の商品を無償で緊急使用でき

るものとする。 

 なお、緊急使用については、受託者の同意を得て行うことを原則とするが、通信が途絶え

る等で受託者に連絡が取れないときは、事後に報告するものとする。 

  

（契約の有効期間） 

第１９条 本契約の有効期間は、２０２３年１０月１日から２０２６年９月３０日までと

する。 

 

（OISTの解除権） 

第２０条 OISTは、次の各号の一に該当するときは、受託者に対する通知をもって、本契

約の全部又は一部を解除することができる。 

（１） 受託者が正当な理由によらないで、本契約に定める義務を履行しなかったとき。 

（２） 国からの予算措置及び事業施策が大きく縮減または停止したとき。 

（３） 受託者について破産、その他これに類する手続開始の申立てがあったこと、資産及

び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することがで

きないと OISTがその裁量により判断したとき。 

（４） 受託者の業務実施状況が不良であり、OISTの業務遂行に支障を来すと判断したとき。 

（５） OISTの都合によるとき。この場合、OISTは３ヶ月前に文書をもって申し立てるも

のとする。 

（６） 受託者が、OIST が正当と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。この

場合、受託者は３ヶ月前に文書をもって申し立てるものとする。 

 

（受託者の解除権） 



第２１条 OISTがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、受託

者は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本

契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の契約解除による異議申し立て、営業権の補償等の損害賠償その他一切

の請求をすることができない。 

 

（原状回復） 

第２２条 第１９条により契約期間が満了したとき、また第２０条により OIST が本契約

を解除したとき並びに第２１条により受託者が本契約を解除したときは、受託者は、自己

の負担で OIST の指定する期日までに貸与を受けた設備等を原状に回復して返還しなけ

ればならない。ただし、OISTが特に承認したときは、この限りではない。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第２３条 契約期間が満了したとき、又は契約の解除が行われたときは、受託者は、本契約

に基づき投じた有益費その他の費用があっても、これを OISTに請求し、または異議申し

立て、損害賠償その他一切の請求をすることができない。 

 

（反社会的勢力に関する表明・保証） 

第２４条 受託者は OISTに対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する。 

（１）自ら並びにその役員及び従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団

体、総会屋、その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という）でなく、これと関

係しておらず、また反社会的勢力でなかったこと。 

（２）自ら並びにその役員及び従業員が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金若しくは

業務の遂行を行っていないこと、また反社会的勢力と何らの取引も行っていないこと。 

（３）自ら並びにその役員及び従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有

しないこと。 

（４）自ら並びにその役員及び従業員が自ら又は第三者を利用して、OIST に対し暴力的

な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、OISTの名誉や信用を毀損せず、

また、OISTの業務を妨害しないこと。 

２ 受託者は、自らについて前項各号に違反する事実が判明した場合には、OISTにただち

に通知するものとする。 

３ OISTは、受託者について第１項各号に違反する事実が判明した場合には、何らの催告

を要せず、直ちに本契約を解除できるものとする。受託者は、かかる解除により損害が生

じた場合でも、OISTに対しこれを請求できないものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第２５条 受託者は、本業務を行うために OIST から提供された情報及び本業務を行う結



果取得する情報の中に、個人情報（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律第２条２項）が含まれるときは、本条第２項から第１１項までに従って取り扱う義務を

負うものとする。 

２ 受託者は、本業務を行うにあたり、取得個人情報（前項に規定された個人情報のうち、

受託者が本業務を行うために OIST から提供され又は本業務を行う結果取得した個人情

報をいう。以下同じ。）の取扱責任者を定め、その指揮のもとに取得個人情報を適切に保

護しなければならない。 

３ 受託者は、取得個人情報の取扱責任者の氏名及び所属を書面により OIST に通知する

ものとする。また、当該責任者を変更した場合も同様とする。 

４ 受託者は、取得個人情報の取扱責任者をして、本条に定める事項を遵守させるとともに、

本業務に従事する者にこれを理解・遵守させるために必要かつ適切な教育を施す責任を

負う。 

５ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ OISTの書面

による承認を得た場合及び法令に基づく場合は、この限りではない。 

（１）取得個人情報を第三者（再委託する場合における再受託者を含む。）に提供し、又はそ

の内容を知らせること。 

（２）取得個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、改ざんする

こと。 

６ 受託者は、取得個人情報の適切な管理のために、取得個人情報の漏えい、滅失又は毀損

の防止その他の必要な措置を講じなければならない。 

７ OISTは、必要があると認められるときは、受託者の事務所において、取得個人情報の

管理が適切に行われているか調査し、適切な管理がなされていない場合は受託者に対し

て必要な措置を講ずるよう指示することができる。 

８ 受託者は、本業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても取得個人情報を他

人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、取得個人情報の保護に必要

な事項を周知させるものとする。 

９ 受託者は、取得個人情報を、本業務完了後又は本契約終了後速やかに OISTに返還する

ものとする。ただし、OISTが別に指示したときは、その指示によるものとする。 

１０ 受託者は、取得個人情報について漏えい、滅失、毀損その他本条に係る違反等が発生

したときは、OISTに速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 

１１ 第５項の規定については、本業務を完了し、又は本契約が終了した後であっても、な

お、その効力を有するものとする。 

 

（機密保持） 

第２６条 OIST及び受託者は、本契約の締結又は履行上知り得た相互の公になっていない

情報（以下「機密情報」という。）を第三者に洩らしてはならず、相手方の承諾を得ない

で、第三者に開示してはならない。その秘密を保つために自己の秘密を守るのと同等以上



の注意を払うものとする。また、本契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、

次の各号の一に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。 

（１）開示の時点で既に情報を受領した当事者（以下「情報受領者」という。）が保有し

ていたことを証明できる情報 

（２）開示の時点で既に公知となっていた情報 

（３）開示後情報受領者の故意、過失又は本契約の違反によることなく公知となった情報 

（４）開示後情報受領者が第三者から正当に入手し機密保持義務を負わない情報 

（５）情報受領者が開示された情報と無関係に独自に開発した情報 

（６）機密情報を開示する当事者（以下「情報開示者」という。）から公開又は開示に係

る書面による同意が得られた情報 

（７）裁判所命令又は法律によって開示を要求された情報。この場合、かかる要求があっ

たことを情報開示者に直ちに通知するものとする。 

２ 本条の規定は、本契約が終了した後も５年間有効に存続する。 

 

（完全合意・特約条項） 

第２７条 本契約は、本契約に規定する対象事項に関する双方の完全な合意及び理解であ

り、口頭又は書面による従前の一切の協議、合意及び理解に優先し、それらにとって代わ

るものである。 

２ 本契約の履行については、本契約条項に定めるもののほか、双方の合意により書面によ

って特約条項を定めることができる。 

３ 特約条項に本契約条項と異なる定めがある場合は、特約条項の定めるところによる。 

 

（契約に関する紛争の解決） 

第２８条 本契約について、OISTと受託者との間に紛争を生じた場合には、当該紛争につ

いて那覇地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

（分離条項） 

第２９条 本契約のいずれかの条項が違法、無効又は履行強制不可能とされたとしても、そ

の違法、無効又は履行強制不可能は、いかなる意味でも本契約の他の条項の有効性に影響

しないものとする。 

 

（契約外の事項） 

第３０条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて、OISTと受託者間で協議の

上、別途定めるものとする。 

 

 

 



 

本契約の証として、本書の電磁的記録を作成および署名のうえ、各自保管するものとする。 

なお、本契約においては、電子データである電磁的記録を原本とし、同記録を印刷した文書

はその写しとする。 

 

２０２３年＊月＊＊日 

 

OIST 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶 1919番地 1 

     学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

      理事長 カリン・マルキデス 
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